
愛 媛 県 報

１０６２

告 示
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�愛媛県告示第１０１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

松山市吉木甲４９６の２、乙１２７の４

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０１１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

関川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとおり

策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、東予地

方局建設部及び四国中央土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

令和３年８月１７日

�愛媛県告示第１００９号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子・女子）
令和３年９月２６日（日）
令和３年９月２８日（火）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（男子のみ）
令和３年９月２２日（水）
令和３年９月２３日（木）
令和３年９月２７日（月）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第２３３号 令和３年８月１７日

令和３年８月１７日火曜日 第２３３号
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公 告

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０１２号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

東川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとおり

策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、東予地

方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

惣川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとおり

策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁、南予地

方局建設部及び愛南土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

次期県税システム機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

次期県税システム機器一式（ハードウェア、ソフトウェア及

び保守部品の提供並びに搬入、調整、ハードウェアの保守及び

借入期間満了後の撤去等一式）

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

令和４年１月１日から令和８年１２月３１日まで

� 借入場所

仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

�愛媛県告示第１０１４号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１５号
次のとおり落札者を決定した。

令和３年８月１７日

愛媛県立今治工業高等学校長 渡 邊 郁 雄

�愛媛県告示第１０１６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年８月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

トップリフター
１台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和３年７月１４日
トヨタＬ＆Ｆ西四国株
式会社
愛媛県松山市大可賀三
丁目１５０番地２０

４０，７００，０００円 一般競争入札 令和３年６月１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立今治工業高等学校
環境分析システム実習装置の製造一
式

愛媛県立今治工業
高等学校
愛媛県今治市河南
町１丁目１番３６号

令和３年８月２日
株式会社テラオ
愛媛県今治市常盤町三
丁目２番地８

３７，５１０，０００円 一般競争入札 令和３年６月１８日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

運転者管理システム改修業
務一式

愛媛県警察本部交通部
運転免許課
愛媛県松山市勝岡町１１
６３番地７

令和３年８月２日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市味酒町一丁
目３番地

６７，５５０，５６０円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項の規定による。
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選挙管理委員会告示

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２～４年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ「特定調達参

加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� ４の�に掲げる受領期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 営業種別「その他」営業種目「レンタル・リース」について、

令和２～４年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた者であること。

� 入札参加資格確認申請書（別紙様式１。以下「申請書」とい

う。）により、納入しようとする物品が要求する仕様を満たす

こと、借入期間の開始までに適正かつ確実に納入できる体制が

整備されていること及び借入物品に係る保守及び点検の体制が

整備されていることを証明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県総務部行財政改革局税務課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２０１

� 入札書の受領期限

令和３年９月２８日（火）午前１０時まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和３年９月２８日（火）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階第６会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、申請書を入札説明

書に定める期限までに知事に提出し、入札参加資格の確認を受

けなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 申請書の受領期限

令和３年９月１０日（金）午後５時１５分まで

イ 受付場所

上記３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を期間内に確実に遂行できると知事が

判断した入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基

づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment for the Next Tax System，１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２８ September２０２１

� For further information，please contact： Tax Affairs

D i v i s i o n， Adm in i s t r a t i v e a nd F i n a n c i a l R e f o rm

Subdepartment，General Affairs Department，Ehime

Prefectural，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama， Ehime

７９０―８５７０，Japan

TEL ＋８１―８９―９１２―２２０１

�愛媛県選挙管理委員会告示第５３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和３年８月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 公職の種類
（第１号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県第一選挙区支部 塩 崎 彰 � 伊 藤 文 雄 松山市三番町四丁目７－２ 衆議院議員 令和３年７月２６日

国会議員関係政治団体以外の政党の支部
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政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県造船支部 檜 垣 和 幸 森 克 司 今治市小浦町一丁目４－５２ 令和３年７月７日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

法第１９条の７第１項第１号及び２号に係る国会議員関係政治団体

政治団体の名称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類
（第１号）

公職の候補者
の 氏 名

公職の種類
（第２号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

塩崎彰�後援会 塩 崎 彰 � 伊 藤 文 雄 松山市三番町四丁目７－
２ 衆議院議員 塩 崎 彰 � 衆議院議員 令和３年７月２８日

法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 公職の種類
（第１号） 届出年月日

代 表 者 会 計 責 任 者

税理士による長谷川淳二後援会 小 林 隆 二 毛 利 慎 治 宇和島市寿町二丁目２－１９ 衆議院議員 令和３年７月２６日

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

吉川ゆうこ後援会 吉 川 優 子 稲 垣 聖 治 宇和島市本町追手二丁目２－１ 令和３年７月５日

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和３年８月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党愛媛県松山市
第十支部 帽 子 大 輔 会 計 責 任 者 帽 子 保 片 岡 崇 志 令和３年１月３１日

自由民主党鬼北支部 芝 照 雄 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町小倉１３２９ 北宇和郡鬼北町興野 １々７９２ 令和３年５月３１日

代 表 者 芝 照 雄 渡 辺 眞 次

会 計 責 任 者 � 橋 聖 子 末 廣 啓

自由民主党愛媛県ハイヤ
ー・タクシー支部 渡 部 光 男 会 計 責 任 者 谷 口 政賀津 田 所 秀 志 令和３年７月１７日

自由民主党愛媛県衆議院
第十一支部 塩 崎 恭 � 政 治 団 体 の 名 称 自由民主党愛媛県衆議院第十

一支部
自由民主党愛媛県第一選挙区
支部 令和３年７月２０日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

川口晴代後援会 西 川 伝 進 主たる事務所の所在地 宇和島市石応８６－２ 宇和島市保手一丁目４－４ 令和３年７月３日

代 表 者 西 川 伝 進 大 塚 由美子

会 計 責 任 者 黒 河 新 小 林 綾 子

吉田しげお後援会 吉 田 茂 生 主たる事務所の所在地 南宇和郡愛南町広見６２５－３ 南宇和郡愛南町広見６２４ 令和３年７月５日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第５５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和３年８月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

山本智紀後援会 若 田 浩 昭 代 表 者 若 田 浩 昭 山 本 智 紀 令和３年７月７日

会 計 責 任 者 渡 部 徹 山 本 千 恵

こども・保育政治連盟愛
媛県支部 横 田 暢 洋 政 治 団 体 の 名 称 こども・保育政治連盟愛媛県

支部 愛媛県こども・保育政治連盟 令和３年７月１９日

村上常雄後援会 井 上 光 子 主たる事務所の所在地 大洲市北只５７１－１ 大洲市北只５７２－６ 令和３年７月２７日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

吉 川 ゆ う こ 後 援 会 事 務 所 吉 川 優 子 令和２年１２月３１日

脇 田 達 矢 後 援 会 松 本 明 義 令和２年１２月３１日

税理士による山本公一後援会 小 林 隆 二 令和３年７月６日

令和３年８月１７日 発行


